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地
裁
宛
て

行
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訴
訟
署
名 

１
万
２
５
１
８
筆　
（
24
年
５
月
15
日
）

し
た
那
須
電
機
鉄
工
株
式
会
社
に
よ

る
組
合
役
員
の
採
用
拒
否
な
ど
不
当

労
働
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
。

国鉄闘争
全国運動７・１４全国集会

を
訴
え
た
。

　
関
西
生
コ
ン
支
部
の
武
谷
副
委
員

長
は
、
関
生
支
部
弾
圧
粉
砕
に
全
力

を
あ
げ
る
と
の
決
意
を
語
っ
た
。

　
港
合
同
昌
一
金
属
支
部
の
木
下
委

員
長
は
、
昌
一
金
属
資
本
の
民
事
再

生
＝
倒
産
攻
撃
と
、
事
業
譲
渡
先
の

那
須
電
機
鉄
工
に
よ
る
組
合
役
員
４

人
に
対
す
る
選
別
解
雇
攻
撃
に
断
固

反
撃
す
る
と
の
決
意
を
示
し
た
。

　
動
労
西
日
本
、
動
労
総
連
合
九
州

な
ど
の
決
意
表
明
後
、「
第
２
の
尼

崎
事
故
を
繰
り
返
す
な
！
」
の
シ
ュ

プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
を
高
ら
か
に
訴
え
て

事
故
現
場
ま
で
の
デ
モ
行
進
を
闘
い

ぬ
い
た
。

　
那
須
電
機
鉄
工
は
送
電
線
の
鉄
塔

な
ど
の
製
造
企
業
で
、
昌
一
金
属
の

工
場
の
土
地
・
建
物
、
事
業
だ
け
を

買
収
し
、
雇
用
は
別
と
い
う
手
口
で

「
組
合
活
動
は
認
め
な
い
」
と
し
て

組
合
役
員
の
採
用
を
拒
否
し
た
。

　
こ
れ
は
組
合
破
壊
を
目
的
と
し
た

東京・曳舟文化センターに結集を

し
に
「
責
任
者
が
不
在
な
の
で
対
応

で
き
な
い
」
と
申
入
書
の
受
け
取
り

を
拒
否
し
た
。

　
昌
一
金
属
支
部
の
木
下
委
員
長
は

「
港
合
同
に
喧
嘩
を
売
っ
た
那
須
電

機
鉄
工
社
を
絶
対
に
許
さ
な
い
。
勝

利
す
る
ま
で
闘
う
」
と
決
意
表
明
。

動
労
千
葉
の
関
委
員
長
を
は
じ
め
支

援
が
マ
イ
ク
を
手
に
那
須
電
機
鉄
工

社
の
労
働
組
合
潰
し
、
不
当
労
働
行

為
を
糾
弾
し
、
昌
一
金
属
支
部
と
共

に
闘
う
決
意
を
発
言
し
た
。

　
千
葉
県
八
千
代
市
に
あ
る
那
須
電

機
鉄
工
八
千
代
工
場
に
対
し
て
は
、

動
労
千
葉
な
ど
が
申
入
れ
や
抗
議
行

動
を
連
日
行
い
（
写
真
）、
出
勤
時

の
ビ
ラ
配
布
な
ど
も
行
っ
て
い
る
。

全
国
各
地
の
営
業
所
へ
の
抗
議
行
動

も
展
開
さ
れ
て
い
る
。

倒
産
だ
。
昌
一
金
属
で
の
架
線
金
物

な
ど
の
製
造
は
、
労
働
者
の
技
能
や

経
験
、
集
団
的
労
働
と
一
体
で
営
ま

れ
て
き
た
。
こ
れ
を
別
々
に
引
き
継

ぐ
な
ど
と
い
う
詭
弁
は
断
じ
て
容
認

で
き
な
い
。

　
関
西
で
は
港
合
同
昌
一
金
属
支
部

と
全
港
湾
大
阪
支
部
、
関
生
支
部
の

３
労
組
が
共
同
行
動
を
展
開
。
那
須

電
機
鉄
工
大
阪
工
場
や
関
西
事
業
所

へ
の
抗
議
行
動
が
始
ま
っ
た
。
那
須

電
機
鉄
工
社
の
株
主
で
あ
る
三
井
住

友
銀
行
大
阪
本
店
に
対
し
て
宣
伝
行

動
を
連
日
展
開
し
て
い
る
。

　
４
月
22
日
に
は
、
那
須
電
機
鉄
工

本
社
（
東
京
・
新
宿
）
前
で
、
全
国

か
ら
支
援
の
労
働
者
１
０
０
人
超
が

結
集
し
た
。
団
体
交
渉
を
申
し
入
れ

し
た
が
、
受
付
の
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
越

４･

21
尼
崎
現
地
で
集
会
と
デ
モ

〝
第
２
の
尼
崎
事
故
を
繰
り
返
す
な
〟

　
05
年
４
月
25
日
の
尼
崎
事
故
か
ら

19
年
を
前
に
し
た
４
月
21
日
、
Ｊ
Ｒ

尼
崎
駅
前
の
北
広
場
に
お
い
て
、「
尼

崎
事
故
19
カ
年
４
・
21
尼
崎
事
故
弾

劾
集
会
」
が
国
鉄
闘
争
全
国
運
動
・

関
西
の
呼
び
か
け
で
開
催
さ
れ
た
。

雨
天
の
中
、
約
90
人
が
集
ま
っ
た
。

　
集
会
は
、
動
労
西
日
本
の
原
田
委

員
長
の
開
会
あ
い
さ
つ
で
始
ま
り
、

山
田
書
記
長
が
基
調
報
告
を
行
っ

た
。
山
田
書
記
長
は
、
尼
崎
事
故
の

原
因
は
国
鉄
分
割
・
民
営
化
で
あ
り
、

安
全
無
視
の
合
理
化
と
要
員
削
減
、

日
勤
教
育
を
行
っ
た
Ｊ
Ｒ
西
日
本
に

す
べ
て
の
責
任
が
あ
る
と
断
罪
、
Ｊ

Ｒ
の
現
状
は
い
つ
第
２
の
尼
崎
事
故

が
起
き
て
も
お
か
し
く
な
い
と
強
く

訴
え
た
。

　
動
労
千
葉
の
川
崎
執
行
委
員
は
、

Ｊ
Ｒ
東
日
本
お
い
て
も
外
注
化
か
ら

20
年
以
上
が
経
つ
中
で
列
車
を
運
行

し
設
備
を
保
守･

点
検
す
る
体
制

が
崩
壊
し
、
重
大
事
故
が
相
次
い
で

い
る
と
し
、
闘
う
労
働
運
動
の
再
生

　
関
西
生
コ
ン
支
部
の
武
谷
副
委
員

長
は
、
日
頃
の
支
援
に
感
謝
を
述

べ
、
こ
の
間
の
現
場
闘
争
や
法
廷
闘

争
を
報
告
し
た
。「
労
組
弾
圧
は
戦

争
へ
の
道
だ
。
湯
川
委
員
長
の
実
刑

判
決
を
粉
砕
す
る
闘
い
に
全
力
を
つ

く
す
」
と
闘
争
宣
言
を
発
し
た
。

　
動
労
千
葉
・
中
村
副
委
員
長
、
東

京
西
部
ユ
ニ
オ
ン
鈴
コ
ン
分
会
・
吉

本
さ
ん
、
国
鉄
全
国
闘
争
呼
び
か
け

人
の
金
元
重
さ
ん
、
国
鉄
弁
護
団
の

藤
田
弁
護
士
、
全
学
連
が
リ
レ
ー
ア

ピ
ー
ル
。

　
集
会
後
は
、ア
ル
タ
前
を
出
発
し
、

Ｊ
Ｒ
新
宿
駅
を
周
回
し
新
宿
市
役
所

前
ま
で
デ
モ
行
進
を
行
っ
た
。

　
労
働
組
合
つ
ぶ
し
の
大
弾
圧
を

許
さ
な
い
！
４
・
７
全
国
同
時
ア
ク

シ
ョ
ン
が
大
阪
、
東
京
、
千
葉
、
名

古
屋
、
福
岡
、
沖
縄
、
北
海
道
な
ど

全
国
各
地
で
行
わ
れ
た
。

　
東
京
の
行
動
で
は
、
関
西
生
コ
ン

労
働
組
合
の
弾
圧
を
許
さ
な
い
東
京

の
会
の
呼
び
か
け
で
新
宿
駅
東
口
ア

ル
タ
前
に
１
５
０
人
を
超
え
る
参
加

者
が
集
ま
っ
た
（
写
真
）。

　
東
京
の
会
・
山
口
代
表
（
日
本
機

械
工
業
労
組
委
員
長
）
が
主
催
者
あ

い
さ
つ
。「
戦
後
最
大
の
労
組
弾
圧
、

関
生
弾
圧
を
許
さ
ず
粉
砕
す
る
闘
い

に
立
と
う
。
戦
争
政
策
の
岸
田
を
打

倒
し
よ
う
」

労
働
組
合
つ
ぶ
し
の
大
弾
圧
を
許
さ
な
い
！

全
国
各
地
で
同
時
ア
ク
シ
ョ
ン

　
全
国
金
属
機
械
労
組
港
合
同
の
支

部
が
あ
る
昌
一
金
属
株
式
会
社
（
大

阪
）
が
倒
産
、
工
場
や
土
地
を
買
収

労
働
組
合
つ
ぶ
し
の
倒
産
攻
撃 

組
合
役
員
選
別
解
雇
を
許
さ
な
い

　
国
鉄
闘
争
全
国
運
動
は
７
月
14
日
、
東
京
・
曳
舟
文
化
セ

ン
タ
ー
で
全
国
集
会
を
開
催
し
ま
す
。

　「
社
会
を
変
え
、
戦
争
を
止
め
る
力
が
こ
こ
に
あ
る
」
を

メ
イ
ン
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、「
国
鉄
１
０
４
７
名
解
雇
撤
回
」「
関

西
生
コ
ン
支
部
、
港
合
同
へ
の
労
働
組
合
つ
ぶ
し
、
選
別
解

雇
攻
撃
を
打
ち
破
れ
」「
戦
争
に
進
む
岸
田
政
権
を
倒
せ
！
」

「
ガ
ザ
虐
殺
を
許
す
な
！
　
世
界
の
労
働
者
の
力
で
戦
争
を

止
め
よ
う
」
な
ど
を
テ
ー
マ
と
し
た
集
会
で
す
。

　
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
と
ガ
ザ
戦
争
は
完
全
に
１
つ
の
戦
争
と

な
り
、
さ
ら
に
は
東
ア
ジ
ア
で
戦
争
の
危
機
が
強
ま
っ
て
い

ま
す
。
他
方
、
米
国
の
大
学
で
ガ
ザ
連
帯
の
占
拠
闘
争
が
始

ま
り
、
数
千
人
の
逮
捕
者
を
出
し
な
が
ら
、
１
９
６
８
年
以

（
裏
面
に
続
く
）

港 合 同
昌一金属

国
鉄
闘
争

全
国
運
動 
７
・
14
全
国
集
会

・
７
月
14
日
（
日
）
13
時
30
分
（
12
時
30
分
開
場
）

・
曳
舟
文
化
セ
ン
タ
ー
劇
場
ホ
ー
ル

東
京
都
墨
田
区
京
島
一
丁
目
38
番
11
号

「
京
成
曳
舟
駅
」、
東
武
亀
戸
線
「
曳
舟
駅
」

（
呼
び
か
け
）
国
鉄
１
０
４
７
名
解
雇
撤
回
闘
争

　
　
　
　
　
　を
支
援
す
る
全
国
運
動
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囲
は
事
実
上
無
制
限
で
あ
り
、
指
示

権
の
拡
大
あ
り
き
の
内
容
と
な
っ
て

い
る
。

　
法
案
に
よ
れ
ば
、
各
大
臣
は
、
身

　
今
回
の
改
正
案
は
、
法
定
受
託
事

務
と
自
治
事
務
の
違
い
も
無
視
し

て
、
自
治
体
の
あ
ら
ゆ
る
事
務
に
対

し
て
国
が
介
入
し
、
指
示
権
を
行
使

で
き
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

内
務
省
型
支
配
の
復
活

　
明
治
憲
法
下
で
は
「
地
方
自
治
」

と
呼
べ
る
も
の
は
な
く
。
国
内
行
政

は
内
務
省
が
中
心
と
な
っ
て
取
り
仕

切
っ
た
。
府
県
や
市
町
村
は
国
か
ら

独
立
し
た
自
治
体
で
は
な
く
国
の
行

政
区
域
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
府
県

知
事
も
公
選
で
は
な
く
内
務
省
が
人

事
権
を
握
り
、
政
府
の
戦
争
政
策
を

遂
行
し
て
い
っ
た
。

　
徴
兵
・
徴
発
事
務
や
港
湾
な
ど
の

イ
ン
フ
ラ
管
理
な
ど
も
内
務
省
が

行
っ
た
。
防
空
防
火
な
ど
都
市
政
策

か
ら
隣
組
レ
ベ
ル
ま
で
内
務
省
が
指

揮
を
取
っ
た
。
内
務
省
は
特
攻
警
察

を
一
元
的
に
統
括
し
、
文
部
省
や
内

閣
情
報
局
と
と
も
に
人
び
と
の
思
想

統
制
も
図
っ
た
。

　
こ
う
し
た
歴
史
に
踏
ま
え
、
現
行

憲
法
は
「
地
方
自
治
の
本
旨
」
に
基

づ
く
自
治
体
の
組
織
お
よ
び
運
営
を

規
定
し
て
い
る
。「
地
方
自
治
の
本

旨
」
は
、
地
方
自
治
体
が
政
府
か
ら

独
立
し
た
機
能
を
持
つ
団
体
自
治

と
、
住
民
の
意
思
に
基
づ
い
て
行
わ

れ
る
住
民
自
治
を
指
す
。
つ
ま
り
、

地
方
自
治
体
は
中
央
政
府
の
下
部
機

関
で
は
な
く
住
民
の
た
め
に
存
在
す

る
と
い
う
こ
と
だ
。
戦
争
動
員
や
基

地
か
ら
住
民
の
自
由
や
権
利
を
守
る

立
場
か
ら
地
方
自
治
体
が
抵
抗
す
る

こ
と
は
憲
法
の
規
定
か
ら
も
明
確
に

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を

転
覆
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

　
既
に
成
立
し
た
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
・

ク
リ
ア
ラ
ン
ス
新
法
や
地
方
自
治
法

の
改
悪
な
ど
、
安
保
３
文
書
以
後
の

改
憲
級
の
超
重
大
な
戦
争
法
案
ラ
ッ

シ
ュ
と
の
対
決
が
必
要
だ
。

難
・
誘
導
・
救
援
と
港
湾
・
空
港
の

利
用
な
ど
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
地

方
自
治
体
と
の
関
係
（
指
示
権
）
は

必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

　
今
回
、
強
力
な
国
の
指
示
権
が
新

設
さ
れ
れ
ば
、
自
治
体
の
意
見
や
意

向
を
無
視
し
て
、
広
範
な
指
示
を
出

す
こ
と
が
可
能
に
な
る
。し
か
も「
緊

急
事
態
」
よ
り
前
段
の
平
時
の
段
階

か
ら
指
示
が
可
能
と
な
る
。

主
従
関
係
に
逆
戻
り

　
２
０
０
０
年
の
地
方
分
権
一
括
法

の
施
行
に
よ
り
、
自
治
体
の
事
務
に

つ
い
て
は
、
従
前
の
「
機
関
委
任
事

務
」
が
廃
止
さ
れ
た
。

　
機
関
委
任
事
務
は
法
的
に
は
あ
く

ま
で
委
任
し
た
「
国
の
事
務
」
で
あ

り
「
地
方
公
共
団
体
の
事
務
」
で
は

な
い
と
さ
れ
、
国
は
包
括
的
な
指
揮

監
督
権
を
持
っ
て
い
た
。
代
執
行
す

る
こ
と
も
で
き
た
。
こ
の
た
め
、
地

方
自
治
を
阻
害
し
て
い
る
と
批
判
さ

れ
て
い
た
。

　
機
関
委
任
事
務
が
廃
止
さ
れ
、
地

方
自
治
体
の
事
務
区
分
と
し
て
、
国

が
本
来
果
た
す
べ
き
仕
事
を
委
ね
る

「
法
定
受
託
事
務
」
と
、
そ
れ
以
外

の
自
治
体
が
行
う
「
自
治
事
務
」
の

２
つ
に
分
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
「
法

令
の
規
定
に
違
反
」
ま
た
は
「
著
し

く
適
正
を
欠
き
…
公
益
を
害
し
て
い

る
」
場
合
に
限
り
、
国
に
よ
る
是
正

や
改
善
の
指
示
が
認
め
ら
れ
、
自
治

事
務
に
つ
い
て
は
国
の
指
示
権
は
認

め
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。

　
実
際
に
は
、
か
な
り
の
事
務
が
法

定
受
託
事
務
と
し
て
温
存
さ
れ
た

が
、
国
と
地
方
は
「
上
下
・
主
従
」

か
ら
「
対
等
・
協
力
」
の
関
係
が
建

前
と
な
っ
た
。
地
方
自
治
体
の
自
主

性
や
自
立
性
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
規
定
さ
れ
、
国
の
関
与
は

必
要
最
小
限
と
す
る
こ
と
が
原
則
と

さ
れ
た
。

　
動
労
千
葉
は
、
65
歳
以
降
の
雇
用

延
長
拒
否
・
組
合
排
除
を
め
ぐ
る
千

葉
地
裁
・
千
葉
県
労
委
闘
争
を
闘
っ

た
。
千
葉
地
裁
で
は
４
月
17
日
、
新

た
に
10
人
の
組
合
員
の
雇
用
継
続
を

求
め
る
裁
判
闘
争
の
第
２
回
裁
判
が

行
わ
れ
た
。
翌
18
日
に
は
千
葉
県
労

委
で
第
10
回
調
査
が
行
わ
れ
た
。

　
第
一
次
訴
訟
に
お
け
る
千
葉
地
裁

判
決
（
２
月
21
日
）
は
、「
65
歳
以

降
も
雇
用
を
継
続
す
る
慣
行
は
な

か
っ
た
」「
Ｊ
Ｒ
・
Ｃ
Ｔ
Ｓ
の
不
当

労
働
行
為
は
な
か
っ
た
」「『
管
理
職

は
雇
用
延
長
・
現
場
は
雇
用
拒
否
』

は
優
遇
や
差
別
で
は
な
い
」「
団
交

で
の
ウ
ソ
の
回
答
は
わ
ざ
と
で
は
な

い
か
ら
問
題
な
い
」
と
会
社
の
た
め

の
理
屈
を
並
べ
立
て
た
だ
。一
方
で
、

現
場
で
要
員
が
不
足
し
て
い
る
こ
と

は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
矛
盾
に
満
ち

た
判
決
だ
っ
た
。

　
そ
も
そ
も
Ｃ
Ｔ
Ｓ
は
コ
ロ
ナ
禍
を

口
実
に
、「
経
営
状
況
が
悪
い
か
ら

エ
ル
ダ
ー
は
雇
え
な
い
」「
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
で
の
募
集
も
行
っ
て
い
な

い
」と
団
体
交
渉
で
回
答
し
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
が
要
員
不
足
が
あ
ま
り
に

深
刻
に
な
り
、
建
前
を
投
げ
捨
て
て

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
の
募
集
を
行
わ
ざ

る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
エ

ル
ダ
ー
の
雇
用
延
長
だ
け
は
拒
否
し

続
け
て
い
る
。
そ
の
目
的
が
動
労
千

葉
排
除
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

　
Ｊ
Ｒ
・
Ｃ
Ｔ
Ｓ
は
第
二
次
訴
訟
や

労
働
委
員
会
で
も
同
じ
主
張
を
繰
り

返
し
て
い
る
。Ｃ
Ｔ
Ｓ
は
１
月
30
日
、

第
一
次
訴
訟
の
結
審
直
後
に
70
歳
ま

65
歳
以
降
雇
用
延
長
裁
判
＆
労
働
委

〝
動
労
千
葉
排
除
の
雇
用
拒
否
や
め
ろ
〟

地
方
自
治
法
改
悪 

自
治
体
に
情
報
提
出
や
接
収
命
令
も

地方自治体に対し無制限の国の指示権を創設

港
湾
の
軍
事
利
用
も
進
行
し
て
い

る
。
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
（
Ｊ

ア
ラ
ー
ト
）
へ
の
動
員
も
し
か
り
。

　
戦
争
遂
行
に
は
、
自
治
体
の
権
限

を
奪
い
、
国
の
強
い
指
揮
・
指
示
権

の
確
立
す
る
こ
と
が
不
可
欠
な
こ
と

は
疑
い
な
い
。
か
ね
て
か
ら
自
民
党

は
憲
法
に
「
緊
急
事
態
条
項
」
を
導

入
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
き
た
が
、

岸
田
政
権
は
法
改
定
に
よ
り
こ
れ
を

強
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
政
府
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
生
じ
た
自

治
体
の
業
務
の
混
乱
を
踏
ま
え
た
改

正
だ
と
強
弁
し
、
感
染
症
や
災
害
対

策
を
例
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
す

で
に
現
行
法
の
災
害
対
策
基
本
法
や

感
染
症
法
と
い
っ
た
個
別
の
法
律
で

規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　
実
際
に
は
、
今
回
の
改
悪
案
に
お

い
て
具
体
的
な
事
態
は
何
も
示
さ
れ

て
い
な
い
。
災
害
や
感
染
症
は
例
示

に
過
ぎ
ず
、
武
力
紛
争
や
戦
争
も
排

除
さ
れ
て
い
な
い
。
実
際
に
想
定
し

て
い
る
の
は
「
有
事
」
で
あ
り
、
そ

の
前
段
階
か
ら
広
範
な
指
示
権
を
行

使
す
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
の
だ
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
発
生
当

初
、
当
時
の
安
倍
首
相
は
全
国
の
自

　
非
常
事
態
に
お
け
る
「
国
民
の
生

命
等
の
保
護
の
た
め
に
特
に
必
要
な

場
合
」
に
国
が
地
方
自
治
体
に
対
応

を
指
示
で
き
る
権
限
の
創
設
を
盛
り

込
ん
だ
地
方
自
治
法
の
改
悪
案
が
５

月
７
日
、
衆
院
本
会
議
で
審
議
入
り

し
た
。

　
新
設
さ
れ
る
国
の
指
示
権
は
、
個

別
の
法
律
が
想
定
し
て
い
な
い
非
常

事
態
で
「
国
民
の
生
命
等
の
保
護
の

た
め
に
特
に
必
要
な
場
合
」
に
限
っ

て
行
使
で
き
る
と
し
て
い
る
。

　
法
案
が
通
れ
ば
、
地
方
自
治
体
が

持
っ
て
い
る
住
民
や
企
業
の
情
報
の

提
出
、
職
員
の
派
遣
、
地
方
自
治
体

が
管
理
権
限
を
持
つ
地
方
空
港
や
港

湾
、
道
路
や
鉄
道
、
病
院
や
公
園
な

ど
の
諸
施
設
の
軍
事
利
用
や
接
収
命

令
も
出
せ
る
よ
う
に
な
る
。

　
安
保
３
文
書
の
採
択
後
、
岸
田
政

権
は
、
軍
事
費
２
倍
化
や
敵
基
地
攻

撃
能
力
（
反
撃
能
力
）
の
保
有
な
ど

の
戦
争
政
策
を
一
気
に
進
め
て
い

る
。
地
方
自
治
体
の
領
域
で
は
、
自

衛
隊
の
募
集
業
務
に
市
町
村
を
動
員

し
、
住
民
の
個
人
情
報
を
隊
員
募
集

の
た
め
に
使
っ
て
い
る
（
内
務
省
の

徴
兵
事
務
の
復
活
だ
！
）。
空
港
や

体
や
財
産
の
保
護
の
措

置
の
的
確
か
つ
迅
速
な

実
施
の
た
め
の
「
必
要

な
指
示
」
が
で
き
る
。

個
別
法
が
優
先
さ
れ
る

が
、
個
別
法
が
な
い
場

合
に
は
新
設
の
指
示
権

で
な
ん
で
も
指
示
で
き

る
。
こ
れ
は
類
例
の
な

い
包
括
的
な
規
定
で
あ

り
、
政
府
が
恣
意
的
に

運
用
し
て
指
示
権
を
濫

用
す
る
こ
と
は
明
ら
か

だ
。

　
例
え
ば
、
自
衛
隊
の

た
め
に
交
通
路
を
確
保

す
る
こ
と
、
各
種
施
設

に
防
護
措
置
を
施
す
指

示
な
ど
も
想
定
さ
れ

る
。
す
で
に
沖
縄
・
南

西
諸
島
で
基
地
や
弾
薬

庫
の
建
設
が
急
ピ
ッ
チ

で
進
み
、
血
液
製
剤
の

製
造
・
備
蓄
に
も
乗
り

出
し
て
い
る
。

　
沖
縄
県
辺
野
古
市
で

は
県
の
意
思
や
意
向
を

無
視
し
て
代
執
行
（
地

方
自
治
法
の
規
定
。
沖

で
の
雇
用
を
就
業
規
則
に
明
記
す
る

改
定
提
案
を
行
っ
て
き
た
。
そ
れ
に

も
関
わ
ら
ず
、
同
じ
職
場
で
働
く
エ

ル
ダ
ー
だ
け
は
雇
用
を
拒
否
し
続
け

て
い
る
。

　
な
ぜ
グ
ル
ー
プ
会
社
で
70
歳
ま
で

の
雇
用
が
制
度
化
さ
れ
な
が
ら
、
Ｊ

Ｒ
東
日
本
は
「
情
報
提
供
」
だ
け
な

の
か
？
　
本
来
な
ら
全
社
員
の
70
歳

ま
で
の
雇
用
を
制
度
化
す
べ
き
と
こ

ろ
を
、「
動
労
千
葉
を
排
除
し
た
い

か
ら
エ
ル
ダ
ー
だ
け
は
雇
用
延
長
し

な
い
」
た
め
に
あ
え
て
行
っ
て
い
な

い
の
だ
。

　
天
下
り
管
理
者
た
ち
だ
け
は
都
合

よ
く
雇
用
延
長
さ
せ
て
い
る
。
Ｊ
Ｒ

の
管
理
者
た
ち
も
、
自
分
た
ち
の
天

下
り
先
を
確
保
す
る
た
め
に
、
こ
ん

な
仕
組
み
を
認
め
て
い
る
の
だ
。

　
こ
こ
に
Ｊ
Ｒ
・
Ｃ
Ｔ
Ｓ
の
不
当
労

働
行
為
意
思
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
示
さ

れ
て
い
る
。
会
社
が
繰
り
返
し
て
き

た
ウ
ソ
は
す
べ
て
明
ら
か
に
な
っ
て

い
る
。
卑
劣
な
言
い
逃
れ
は
も
う
許

さ
れ
な
い
。
た
だ
ち
に
エ
ル
ダ
ー
の

雇
用
継
続
を
行
え
！
【
次
回
日
程
】

労
働
委
員
会
は
８
月
１
日
11
時
～
千

葉
県
労
委 

／ 

千
葉
地
裁
は
６
月
５

日
11
時
～
６
０
１
号
法
廷

縄
県
が
敗
訴
し
た
た
め
国
に
よ
っ
て

初
め
て
行
使
さ
れ
た
）
に
よ
り
辺
野

古
新
基
地
建
設
が
強
行
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
動
き
が
加
速
し
、
そ

し
て
強
制
力
を
伴
う
よ
う
に
な
る
。

　
小
泉
政
権
時
代
に
定
め
ら
れ
た
有

事
法
制
は
「
武
力
攻
撃
事
態
」
な
ど

に
お
い
て
国
の
自
治
体
に
対
す
る
指

示
権
を
定
め
た
が
、
そ
の
範
囲
は
避

来
と
も
い
え
る
闘
い
が
展
開
さ
れ
て

い
ま
す
。
パ
リ
の
政
治
学
院
や
英
国

の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
な
ど
全

世
界
に
拡
大
し
て
い
ま
す
。

　
パ
レ
ス
チ
ナ
労
働
組
合
総
連
盟
の

ア
ピ
ー
ル
に
応
え
て
労
働
組
合
の
闘

い
も
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
米
Ｉ
Ｌ
Ｗ

Ｕ
ロ
ー
カ
ル
10
は
メ
ー
デ
ー
を
「
職

場
を
止
め
る
集
会
」
と
し
て
闘
い
、

イ
ス
ラ
エ
ル
向
け
軍
事
貨
物
の
取
り

扱
い
拒
否
を
決
議
し
ま
し
た
。
コ
ロ

ン
ビ
ア
大
学
な
ど
で
全
米
自
動
車
労

組
（
Ｕ
Ａ
Ｗ
）
と
学
生
運
動
の
合
流

も
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
４
月
の
岸
田
首
相
の
訪
米
と
日
米

首
脳
会
談
で
１
９
６
０
年
の
安
保
改

定
以
来
の
大
転
換
が
確
認
さ
れ
ま
し

た
。
台
湾
有
事
、
対
中
国
戦
争
へ
の

突
入
の
宣
言
で
す
。
岸
田
政
権
は

43
兆
円
の
大
軍
拡
予
算
を
は
じ
め
、

今
国
会
で
、
す
で
に
成
立
し
た
セ

キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
・
ク
リ
ア
ラ
ン
ス
法

や
地
方
自
治
法
の
改
悪
案
な
ど
戦
争

法
案
を
次
々
と
狙
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
い
う
時
に
こ
そ
労
働
組
合
が

何
を
な
す
べ
き
か
が
問
わ
れ
ま
す
。

本
集
会
は
国
鉄
闘
争
を
結
集
軸
に
労

働
運
動
の
再
生
が
社
会
を
変
え
戦
争

を
止
め
る
力
と
な
る
こ
と
を
確
信
す

る
集
会
で
す
。

　
関
西
生
コ
ン
支
部
・
港
合
同
へ
の

激
し
い
労
組
つ
ぶ
し
の
攻
撃
は
、
権

力
や
資
本
が
何
を
恐
れ
て
い
る
の
か

を
示
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
間
の
大

反
撃
は
階
級
的
労
働
運
動
再
生
の
展

望
を
切
り
開
く
も
の
で
す
。

　
集
会
は
、
関
西
生
コ
ン
支
部
・
港

合
同
・
動
労
千
葉
の
３
労
組
の
訴
え

を
は
じ
め
国
鉄
１
０
４
７
名
解
雇
撤

回
、
廃
線
化
と
闘
う
各
地
の
取
り
組

み
、
Ｊ
Ｒ
職
場
の
大
合
理
化
と
の
闘

い
、
国
際
連
帯
の
ア
ピ
ー
ル
な
ど
を

予
定
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
を

お
願
い
し
ま
す
。

（
表
面
か
ら
の
続
き
）

治
体
に
「
一
斉
休
校
」
を

〝
要
請
〟
す
る
な
ど
超
法

規
的
措
置
を
実
施
し
た
。

今
回
の
改
悪
案
は
有
事
に

お
け
る
こ
う
し
た
超
法
規

的
措
置
を
合
法
化
す
る
面

が
明
ら
か
に
あ
る
。

〝
必
要
な
指
示
〟

　
新
設
さ
れ
る
「
国
の
指

示
権
」
は
法
的
拘
束
力
を

伴
っ
て
自
治
体
に
具
体
的

な
対
応
を
行
わ
せ
る
か
な

り
強
い
権
限
だ
。
そ
の
範


